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要 旨

犯罪被害者化 に関す る機会理論 は、直接的接触を伴 う略奪的犯罪 の被害者化 のプロセスを明 らかに

しよ うとす る理論で ある。そ こで は、犯罪者 はすで に存在す る ものと して扱 われる。つ ま り、機会理

論 は、す でに存在す る犯罪的動機が どの ように実現 され るか を解明 しよ うとする社会学 的理論 なので

ある。本論稿 は、 この機会理論の現在の理論水準 と課題 を明 らかに しよ うとする ものである。機会理

論 は、1978年 のライフスタイル理論 と1979年 のルーテ ィンアクテ ィヴィティー理論 に起源 を有 してい

る。 しか し、機会理論 は、 これ ら二っの理論 の問題点 を克服 する ことによ って、 すでに両理論 を大 き

く越 えている。す なわち、①近接性 ・接触性 ・好餌性 ・防備性 などの媒介概念 を考案 する ことによ っ

て、被害者化 を決定づ ける因子 を実証的 に同定 しっっ、被害者化 のプ ロセスをよ り明確 に した、② ラ

イ フスタイル概念 に含 まれ ない因子、っ ま り、個人属性的 因子 ・コ ミュニ ュテ ィー レベルの因子 な ど

を実証 的に同定 しよ うと している、③犯罪者研究 や環境犯罪学/状 況的犯 罪予 防 との連携 ・統 合への

扉 を開いた、④ 略奪 的犯罪以外 の被害者化 に対 して も機会理論 を適 用 し得 る可能 性を示 唆 した。 しか

しなが ら、機会理論 には解決すべ き課題 が残 されている。 すなわち、 より精密なデー タ収集 ・分析 と

い う困難 な問題 を解決す る ことによ って、被害者化 の リス クに影響す る因子を実証的に同定 し、 より

洗練 されたモデルを構築す る ことである。 さ らに、犯罪者研 究や環境犯罪学/状 況的犯罪予防と連携 ・

統合 す ることによ って、被害者化 的出来事(Event)/犯 罪的出来事の解明 ・予防を実現す る こ とで

あ る。

1序

1978年 に、 ヒ ンデ ラ ング ・ゴ ッ トフ レ ッ ドソ ン ・ガ ロ フ ァロ に よ って 、 ライ フ ス タイ ル理 論

が 提 唱 され た。 そ して 、 翌79年 に は、 コ ー エ ン ・フ ェ ル ソンに よ って、 ルー テ ィ ンアク テ ィヴ ィ

テ ィー理 論 が 提 唱 され たOほ ぼ 同 時 期 に提 唱 され た これ ら二 っ の理 論 は、 被 害 者 学 の発 展 に大
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き く貢 献 す る と と もに、 よ り一 般 的 な理 論 で あ る機 会 理 論(OpportunityTheory)へ と発 展

して い った1)。

この機 会 理 論 は、 被 害 調 査 を は じめ とす る現 実 の デ ー タ に も とづ き、 直接 的接 触 を 伴 う略 奪

的 犯 罪(Direct-ContactPredatoryviolations)の 被 害 者 化 の プ 白 セ ス を 明 らか に し よ う と

す る理 論 で あ る。 そ の際 、 合 理 的 選 択 を行 う犯 罪 者 は、 す で に存 在 す る もの とみ な され る。 す

な わ ち、 この機 会 理 論 は、 人 が ど の よ うに犯 罪 へ と動 機 づ け られ る の か は 問題 とせ ず 、 す で に

存 在 す る犯 罪 的 動 機 が ど の よ うに実 現 され る のか を明 らか に しよ う とす る社 会 学 的 理 論 な の で

あ る。

もち ろん 、 ライ フ ス タ イ ル理 論 ・ル ー テ ィ ンア ク テ ィヴ ィテ ィー理 論 に は、 ほ とん どす べ て

のパ イ オ ニ ア的 理 論 と同 じ く、 多 くの 問 題 点 が 存 在 して い る。 しか しな が ら、 機 会 理 論 は、 そ

の問 題 点 を克 服 し、 被 害 者 化 の解 明 や 防 止 に精 力 的 に取 り組 ん で い る。 本 論 稿 は、 この機 会 理

論 の 理 論 的 努 力 に焦 点 を当 て なが ら、 犯 罪 被 害 者 化(CriminalVictimization)に 関 す る機 会

理 論 の 現 在 の 理 論 水 準 と課 題 を明 らか に しよ う と試 み る もの で あ る。

II犯 罪被害者化に関する機会理論の登場

ラ イ フ ス タ イル 理 論 や ル ー テ ィ ンア ク テ ィ ヴ ィ テ ィ ー理 論 につ いて は、 わが 国 で も、 す で に

い くっ か の優 れ た研 究 が 存 在 す る2)。 そ こで、 こ こで は、 機 会 理 論 の 出発 点 と して の 両 理 論 の

概 要 を 述 べ る に と どめ る こ と にす る。

(1)ラ イ フ ス タイ ル理 論

ヒ ンデ ラ ン グ達 は、 被 害調 査 に も とつ くデ ー タを分 析 した結 果 、 直 接 的 接 触 を伴 う略 奪 的 犯

罪 の被 害 者 化 は、 時 間 ・場 所 ・人 の 間 で、 均 等 に分 布 して い るので はな く、危 険 な時間 ・場所 ・

人 が存 在 して い る こ とを発 見 した。 そ して、 ハ イ リス クな 時 間帯 にハ イ リス ク の場 所 に い るか

ど うか、 あ るい は、 犯 罪 傾 向 の 強 い ハ イ リス クな人 と接 触 す るか ど うか を 決 定 づ け る もの と し

て、 ライ フス タイ ル とい う概 念 を考 案 した。 こ こで い う ライ フス タイ ル と は、 日常 的 活 動 を 意

味 し、 そ れ は、 職 業 活 動(VocationalActivity)と 余 暇 活 動(Leisure)の 両 者 か ら構 成 さ れ

るの で あ る。

図1か ら明 らか な よ うに、 人 は、 そ の人 に対 す る役 割 期 待(RoleExpectations)と 社 会 的

な構 造 的制 約(StructualConstraints)に 適 応(Adaptations)し な け れ ば な らず 、 この 適 応

の結 果 、 そ の人 固 有 の副 次 文 化(lndividualSubculture)を 創 り上 げ る。 そ して、 この 副 次 文

化 は、 そ の人 固 有 の ライ フス タイ ル を形 成 す る。 したが って、 ライ フス タイ ル と は、 役 割 期 待

と社 会 的 な構 造 的制 約 に対 す る そ の人 固 有 の適 応 形 態 な の で あ る。

と ころ で、 ライ フス タイ ル論 者 は、 自 らの モ デ ル をLifestyle/ExposureModelと 呼 ん で

お り、 このExposureと い う概 念 は、 ライ フ ス タイ ル概 念 と並 ぶ 中 心 的 な概 念 と され て い る。

このExposureは 、 「略 奪 的犯 罪 の被 害 者 と な るか も しれ な い危 険 な 状 況 に身 を 晒 す こ と」 と

い う意 味 で使 用 され て い る。 図1か ら明 らか な よ う に 、 ラ イ フ ス タイ ル は、 このExposure

(危 険度)を 経 由 す る こ と によ って、 被 害 者 化(Victimization)に 到 るの で あ る。 た とえ ば 、

夜 間 一 人 で公 の場 所 に頻 繁 に外 出 す る と い うラ イ フ ス タ イル は、 そ の人 の身 を極 め て危 険 な状

況 に晒 す こと に な り、 そ の結 果 、 現 実 に略 奪 的 犯 罪 の 被 害 者 と な る の で あ る3)。
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図1.Lifestyle/ExposureModelの 概 略 図
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(2)ル ー テ ィ ンア クテ ィヴ ィテ ィー理 論

コー エ ンと フ ェル ソ ンは、 様 々 な現 実 の デ ー タに も とづ き、 合 衆 国 で は1947年 か ら74年 の 間

に、 これ まで 犯 罪 の原 因 と考 え られ て き た諸 因 子 、 た とえ ば、 失 業 や貧 困 な どが 改善 され た に

もかか わ らず 、 犯 罪 発 生 率 が 上 昇 して い る こ とを発 見 した。 彼 ら は、 この逆 説 的 な ト レン ドを

説 明 す る た め に、 ル ー テ ィ ンア ク テ ィヴ ィテ ィー とい う概 念 を考 案 した。

この ル ー テ ィ ンア ク テ ィヴ ィテ ィー と は、 日々繰 り返 して行 わ れ る 日常 的活 動 で あ り、 そ れ

は、 集 団 や個 人 が 必 要 とす る もの を まか な うた め の活 動 で あ る。 した が って、 そ れ は、 「仕 事

だ けで な く、 標 準 的 な食 物 ・住 居 ・性 的 欲 求 ・余 暇 ・社 会 的相 互 作 用 ・学 習 ・養育 を まか な う

こと を含 ん で い る」。 この ル ー テ ィ ンア クテ ィ ヴ ィテ ィ ー は、 人 が いっ ・ど こ で ・誰 と接 触 す

る のか を決 定 づ け る と され る。 そ して 、 社 会 構 造(の 変 化)が 、 この ル ー テ ィ ンア クテ ィ ヴ ィ

テ ィー(の 変 化)を 決 定 づ け る と され る ので あ る。

と ころで 、 直 接 的i接触 を伴 う略 奪 的 犯 罪 が 発 生 す る た め に は、 三 つ の最 低 限 の要 素 が収 敏 し

な けれ ば な らな い。 す なわ ち、 ① 動 機 づ け られ た犯 罪 者 、 ② 恰 好 の標 的、 ③ 有 効 な監 視 の不 存

在 、 と い う三 っ の要 素 が 、 同 一 の時 間 に、 同 一 の場 所 に存 在 しな け れ ば な らな い の で あ る。 そ

して 、 ル ー テ ィ ンア ク テ ィヴ ィテ ィー こ そが 、 この三 っ の要 素 の収 敏 を決 定 づ け る と され るの

で あ る。

したが って 、 ル ー テ ィ ンア ク テ ィヴ ィテ ィー理 論 を略 図 で示 す と、 図2の よ うに な る と思 わ

れ る4)。

図2.RoutineActivityModelの 概 略 図5)
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皿 両理論の位置づけ

すでに明らかとなったように、 ライフスタイル理論は、人々の間で被害者化の発生率が異な

ることに着目し、 ライフスタイルの違いが、人々の間での被害者化の リスクの違いをもたらす

とする理論である。 これにたいし、ルーティンアクティヴィティー理論 は、犯罪発生率が年毎

に変化 していることに着目し、ルーティンアクティヴィティーの変化が、犯罪発生率の変化を

もたらすとする理論である。

したがって、前者は横断的な理論であり、後者は縦断的な理論であって、その点に、両者の

違いがあるとも言えよう。 しかし、 ライフスタイル論者であるガロファロ自身、この点は単な

る説明の仕方の違いにすぎず、 ライフスタイル理論 も縦断的に適応可能であり、ルーティンア

クティヴィティー理論 も横断的に適用可能であって、両理論の間に実質的な違いはないとして

いる。 しかしながら、両理論は、完全にオーバーラップするとは思われない。

第一に、ルーティンアクティヴィティー理論 は、そもそも、 シカゴ学派の生態学的アプロー

チに根ざす理論であり、 したがって、(ラ イフスタイル理論と異なり)コ ミュニュティーによ

る犯罪統制に親和性を持 っているのである。 このことを端的に物語 っているのが、ルローティン

アクティヴィティー概念である。すなわち、 ライフスタイルは、構造的制約と役割期待に対す

る適応から生 じるのにたいし、ルーティンアクティヴィティーは、生活を維持するための重要

な活動の時間的場所的分布を反映するものとされる。 したがって、後者は、人間生態学的な概

念である。それ故、ルーティンアクティヴィティー理論 は、 コミュニュティーによる犯罪統制

をも射程に入れ得 る理論なのである6)。㌧

この点は極めて重要である。すなわち、後述するように、 コミュニュティーに関連する因子

が、個人の被害者化に影響をおよぼすことが指摘 されている。 この指摘にしたがえば、被害者

化のプロセスを解明するためには、個人 レベルの因子だけでな く、コミュニュティーレベルの

因子にも着 目しなければならないのである。 したがって、機会理論が、コミュニュティーによ

る犯罪統制を射程に入れることができるかどうかは、極めて重要な問題となるのである。

第二に、 ライフスタイル理論が、犯罪者よりも犯罪の標的である被害者の方に分析の重点を

おいているのにたいし7)、ルーティンアクティヴィティー理論は、犯罪の発生を犯罪者 と被害

者の相互関係 として(も)理 解する傾向が強いのである8)。

もっとも、 このような違いにもかかわらず、多 くの論者が、両理論の同質性を前提にして議

論を進めている。そこで、 ここでは、 ライフスタイル理論が被害者個人に力点をおいた理論で

あるのにたいし、ルーティンアクティヴィティー理論 は、 コミュニュティーや犯罪者をも視野

に入れ得 る理論であることを確認するだけで十分であるように思われる。

要するに、犯罪被害者化に関する機会理論 は、被害者 という個人のレベルに力点をおくライ

フスタィル理論 と、より広い射程を持つルーティンアクティヴィティー理論を出発点とする理

論なのである。

この二っの理論 は、被害者学の発展に大いに貢献 した。その理論的功績は、以下の二点に要

約することができるように思われる。

第一 は、伝統的な犯罪理論の一面的な見方を打破 した点である。すなわち、当然のことなが

ら、略奪的犯罪 は、犯罪者だけでなく被害者をもその構成要素とする。 しか し、伝統的な犯罪

学理論 は、 もっぱら、犯罪者に焦点を当て、人がどのように犯罪へと動機づけられるかを解明

しようと試みた。両理論 は、 この一面的な見方を打破 し、被害者研究の重要性を明 らかにした

のである。
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第二に、両理論は、従来の被害者学の欠点を克服 した。すなわち、ヘンティッヒに代表 され

る初期の理論、っまり、被害者類型論 は、直感的であり9)、かっ、被害者バッシング的傾向を

持っ理論であった10)。また、70年 代80年 代の被害者運動を支えた被害者原因論 は、被害者が犯

罪に遭遇 したのは、単に、その人がアンラッキーであったからにすぎないとし、被害者バッシ

ング的色彩を払拭 した。 しかし、それは、結果的に、被害者の実像を看過することになった11)。

これにたいし、両理論は、被害調査をはじめとする現実のデータにもとづき、被害者の実像を

中立的に描 こうとしたのである。

もっとも、両理論が、被害者化のプロセスの解明に成功 したとは言 いがた く、次のような問

題点が存在 していると思われる。

第一に、 ライフスタイルやルーティンアクティヴィティーという概念それ自体が漠然として

いるために、「ライフスタイルやルーティンアクティヴィティーが被害者化の リスクを決定づ

ける」 と述べるだけでは、実 は、何 も明 らかになっていないのではないか?

第二に、被害者化の リスクを決定づけることが実証されている因子は何か?

第三に、 ライフスタイルやルーティンアクティヴィティー概念に含まれない因子であっても、

被害者化の リスクを決定づけることが実証された因子は存在 しないのか?

以下では、 これ ら三っの問題点にそって論述を進めることにする。

IV媒 介概念

被 害 者 学 の 犯 罪 機 会 の 理 論 の出 発 点 は、 ライ フ ス タイ ル や ル ー テ ィ ンア クテ ィ ヴ ィテ ィー が

被 害 者 化 に影 響 を お よぼ す と い う もので あ る。 しか しな が ら、 この こ とは、 被 害 者 化 の プ ロセ

ス を必 ず しも具 体 的 に明 らか に して い る わ け で は な い。

この点 を改 善 す る た め に、 実 に 様 々 な媒 介 概 念(MediatingConcepts)や 下 位 概 念(Sub

Concepts)が 考 案 さ れ、 実 証 的検 討 が試 み られ た12)。そ の 中 に あ っ て 、MietheandMeierの

媒介 概 念 は と りわ け有 益 と思 わ れ る13)14)。彼 らに よ れ ば、 ライ フ ス タイルや ル ー テ ィ ンア クテ ィ

ヴ ィテ ィー概 念 は、 以 下 の四 つ の下 位 概 念 に分 け る こ とが で き る と され る15)。

囮Proximity(近 接 性)

Proximityと は、 被 害者 の 居 住 地 域 と犯 罪 多 発 地 域(潜 在 的 犯 罪 者)と の 物 理 的 な 距 離 で

あ る。 す な わ ち、Proximityが 増 大 す れ ばす る ほ ど、 犯 罪 者 と 出 会 う頻 度 が 増 大 し、 そ の 結

果 、 被 害 者 化 の リス ク が高 ま る と され るの で あ る。

この近 接 性 は、 た とえ ば、 ① 都 心 部 に居 住 して い るか そ れ と も郊 外 に居 住 して い るか 、 ② 当

該 地 域 の社 会 経 済 的特 性(た とえ ば、 収 入 の レベ ル ・失 業 率 ・人 種 構 成)、 ③ 自分 の居 住 地 域

を危 険 と感 じて い るか ど うか、 ④ 周 辺 地 域 の 犯 罪 発 生 率 、 な ど に よ って 測 定 さ れ て い る。

C]Exposure(接 角虫」性)

Exposureは 、 犯 罪 に対 す る可 視 性(Visibility)や 接 近 可 能 性(Accessibility)で あ る。 た

とえ ば、 出入 口 の多 い ビ ル や 住 居 、 あ る い は、 角 地 に あ る ビル や 住 居 は、 侵 入 盗 に対 す る

Exposureが 高 い と され る。 ま た、 ライ フス タイ ル や ル ー テ ィ ンア ク テ ィ ヴ ィ テ ィ0の 一 環 と

して 、 危 険 な場 所 に出 入 りす る人 は、 盗 罪 や 暴 行 ・傷 害 罪 に対 す るExposureが 高 い と され る

ので あ る。

こ の接 触 性 は、 た とえ ば 、 ① 仕 事 を持 っ て い る か そ うで な い か(有 職 者 の ほ うが 外 で す ごす

時 間 が 多 いの でExposureが 高 い と され る)、 ② 夜 間 の外 出頻 度 、 ③ 家 を留 守 にす る平 均 時 間 、

④ 家 です ごす 時 間 の 割 合 、 ⑤ テ レ ビを見 る総 時 間、 ⑥ 公 共 交 通 機 関 を利 用 す る労 働 者 の 割 合、'
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⑦ 娯 楽 施 設 の数 、 ⑧ 女 性 の就 業 率 、 ⑨ 外 食 費 、 な ど に よ って測 定 され て い る。

C]Attractiveness(好 食耳性)

Attractivenessは 、 標 的 の 経 済 的価 値 や 象 徴 的 価 値 で あ る 。 さ ら に、 サ イ ズ や 持 ち運 び し

易 いか ど うか も、 好 餌 性 に関 連 づ け られ る。

この好 餌 性 は、 た とえ ば、① 高 価 で携 行 可 能 な品 物(た とえ ば、 ビデ オ カ セ ッ トレコー ダー、

バ イ ク)を 所 有 して い る か ど うか 、 ② 現 金 や宝 石 を持 ち歩 い て い る か ど うか、 ③ 収 入 や社 会 階

層 、 な ど に よ って測 定 可 能 と され て い る。

囚Guardianships(防 備 性)

Guardianshipsと は、 人 に よ る防犯 効 果(社 会 的 防 備性)と 物 に よ る防 犯 効 果(物 理 的 防 備

性)を 意 味 す る。 前 者 は、 警 察 な ど に よ る公 式 の監 視 活 動 だ け で な く、 家 族 や近 隣住 民 同士 の

非 公 式 の 近 隣 監 視(NeiborhoodWatch)も 含 ん で い る。 後 者 に属 す る の は、 警 報 装 置 ・鍵 ・

番 犬 ・武 器 な どで あ る。

この 防 備 性 は、 た と え ば、 ① 武 器 あ る い は警 報 装 置 を持 って い る か、 ② 一 人 で住 ん で い る か

ど うか 、 な ど に よ って 測 定 され て い る。

MietheandMeierの これ ら四 っ の媒 介 概 念 に よ って 、 ラ イ フ ス タ イ ル/ル ーテ ィ ンア ク テ ィ

ヴ ィテ ィー と被 害 者 化 の リス ク と の関 連 性 が よ り明 確 に な っ た と思 わ れ る。

そ こで 、 次 の 課 題 は、 ど の よ うな ラ イ フ ス タ イ ル/ル ー テ ィ ンア ク テ ィヴ ィテ ィーが 、 被 害

者 化 の リス クを 増 大/減 少 させ るか を 経 験 的 に検 証 す る こ とで あ る。

V被 害者化を決定づ ける因子1

一ライフスタイル概念に含まれる因子一

前章 において、被害者化の リスクに関連する可能性のある具体的なライフスタイル/ル ーティ

ンアクティヴィティーが明 らかになった。そのことにより、被害者化に影響をおよぼす具体的

な因子を実証的に検討することが可能となった。

しか しなが ら、被害者化の リスクとの関連性が経験的データによって肯定された因子は、必

ず しも多 くない。

すなわち、たとえば、外ですごす時間が多 くなればなるほどリスクが増大するかについて、

これを肯定するリサーチと否定するリサーチが併存 している。

もっとも、若干の因子 にっいては、多 くの リサーチが、被害者化の リスクとの関連性を肯定

している。

(1)都 心部に居住 しているなど(近 接性に関連づけられる因子)

①都心部に居住 している、② 自分の居住 している周辺地域を危険と感 じている、③都心部の

低所得地域に居住 している、④犯罪発生率の高い地域に居住 しているなどの因子は、被害者化

の リスクを高めることが実証 されている。

すでに明らかなように、 これらの因子 は、すべて近接性に関連づけられる因子である。 した

がって、犯罪者 との物理的な距離を増大/減 少 させるような因子(あ るいはそのようなライフ

スタイル/ル ーティンアクティヴィティー)は 、一般に、被害者化の リスクを増大/減 少 させ

ることが実証 されているのである。
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(2)逸 脱行動

犯罪行動などの逸脱行動が被害者化の リスクを高めることは、副次文化論の観点からも説明

することができる。すなわち、たとえば、暴力などの逸脱的手段によって問題解決することが、

副次文化によって受けいれ られている場合には、その副次文化に属する者は、犯罪者になる確

率が高いだけでな く、被害者になる確率 も高いとされるのである16)。

しか し、等価グループ理論と噂ばれる理論は、犯罪行動をはじめとする逸脱行動がライフス

タイルやルーティンアクティヴィティーの一形態であるとしたうえで、現実のデータを根拠に、

逸脱行動が被害者化のリスクに影響をおよぼす ことを実証 している。

っまり、①逸脱行動は、犯罪者や犯罪的出来事 と接触する機会を増大 させる、②逸脱行動を

行 う者は、たとえ自分が犯罪の被害に遭 ったとしても、自分の犯罪行動が警察 に知 られること

を恐れて、また、そもそも警察を信用 していないために、被害を警察に通報する確率が低いた

め、恰好の標的となる、③逸脱行為を行 う者は、因習的な社会的環境を回避iするために、監視

の目が行き届かなくなる。 したがって、逸脱行動 は、接触性 ・好餌性 ・防備性という三っの観

点から、被害者化の リスクと関連するとされるのである17)。

さらに、 この等価 グループ理論は、「犯罪者と被害者を異なるカテゴリーに分けることはナ

ンセンスであり、犯罪者 となり得 る環境 はすべての者の人生において幾度かは存在する」とし

ている18)。これにより、犯罪者研究 と被害者研究は、連携 ・統合される可能性があると思われ

る。

(3)被 害者化経験(累 被害者化)

過去に犯罪の被害に遭 ったことがあるという事実が、被害者化のリスクを高めることは、 こ

の20年 間の様々な研究によって一貫 して実証されている。 この累被害者化に関する事実は、た

とえば、家庭内暴力などについては、常識的に承認されるであろう。なぜならば、被害者がそ

の家庭内にとどまるかぎり、被害者化を もたらした状況は改善されないままだからである。

しか し、たとえば、強盗や性的暴行にっいては事情は異なるはずである。それにもかかわら

ず、強盗の被害に遭ったものは、そうでない者 と比較 して約9倍 の確率で、(再 び)強 盗 の被

害に遭い、性的暴行の被害に遭った者は、そうでない者 と比較 して約35倍 の確率で、(再 び)

性的暴行の被害を受けると報告する研究 も存在 している19)。

この高い累被害者化率の原因は、次の二つの点において、好餌性に関連づけられている。す

なわち、①たとえば、犯罪の実行が容易である、または、逮捕などの危険が少ない、もしくは、

より多 くの利益を獲得することができる場合、当該被害者 は、累被害者化され得る。このよう

な被害者は、同 じ犯人によってだけでなく、別の新たな犯罪者 によっても再度被害者化され得

る、②犯罪者は、一度犯罪を行 ったことによって、その被害者についての情報を持っているた

めに、 もう一度同じ被害者を狙 う。 この場合、累被害者化は、同 じ犯人によって もたらされる

のである20)。

この累被害者化は、防犯 という観点から、極めて重要な意味を持っている。すなわち、累被

害者化が非常に高率であることからすれば、犯罪予防のためには、防犯対策を、犯罪の被害に

遭 ったものに集中的に注 ぐことが提案 される。さらに、犯罪の被害に遭 った者は、防犯対策に

非常に積極的であることを考慮すると、彼 らに対する防犯対策は、極めて効果的であると言え

よう。

ここで考慮に入れなければならないのが、転移(Displacement)の 問題である。すなわち・

累被害者が、防犯対策を講 じれば、犯罪者は、別の新たな被害者を捜 し求めるため、結果的に・
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犯罪は全体としては減少 しないのではないかという問題である。 これについては、その可能性

は比較的低いという研究 も存在する21)。この指摘に従 う場合には、累被害者に焦点を絞 った犯

罪対策は、より一層効果的なものになると思われる。

VI被 害者化 を決定づ ける因子2
一ライフスタイル概念に含まれない因子一

前章において列挙 した因子は、いずれもライフスタイル概念に含まれる因子である。しかし、

いくっかの リサーチは、ライフスタイル概念に包摂されない因子であっても、被害者化の リス

クに影響をおよぼす場合があることを指摘 している。

(1)個 人属性的因子

個人属性的因子に属するものとして、性別 ・年齢 ・身体的特徴 ・精神的心理的特徴 ・性的嗜

好などが考えられる。FinkelhorandAsdigianに よれば、 この個人属性的因子 は、 さらに三

つに分類することができるとされる22)。

団 脆弱(TaregtVulnerability)的 因子

脆弱的因子とは、犯罪(被 害者化)に 抵抗する能力に関連する属性である。たとえば、標準

以下の身体(身 長体重)・ 身体的劣性 ・肥満 ・心理的不安 ・学業不振などが、脆弱的因子 に属

するとされるのである。

2欲 求充足(TargetGratifiability)的 因子

犯罪者が欲 している特質を被害者が持っているために、それが、被害者化の リスクを決定づ

ける場合がある。その典型例が性別である。たとえば、性的暴行の被害者化のケースでは、女

性という性別は、被害者化に決定的な影響をおよぼす。他方、少年の間での暴行傷害の被害者

化のケースでは、男性 という性別が重要な役割を演 じる、なぜならば、 ヒエラルキーの確立や

支配を示すために暴力が使用されることが多いからである。

團 敵対(TargetAntagonism)的 因子

敵対的因子 とは、犯罪者の怒 り・妬み ・破壊的衝動を生 じさせる属性である。たとえば、親

の子供 に対する暴行のケースでは、継親関係 という敵対的因子は、被害者化のリスクに重大な

影響をおよぼす。 さらに、憎悪にもとつく犯罪では、人種 ・民族 ・宗教 ・性的嗜好が、被害者

化を決定づけるのである23)。

これらの因子は、いずれも、 ライフスタイルだけでな くルーティンアクティヴィティー概念

にも包摂され得ない因子である。 しか し、FinkelhorandAsdigianは 、 これ らの因子が、被

害者化の リスクに影響をおよぼすことを実証 している。すなわち、彼 らのリサーチによれば、

若年者が家族以外の人から暴行を受けるケースでは、心理的不安定 ・学業不振 ・年齢(以 上、

脆弱的因子)・ 性別(充 足的因子)が 、被害者化を決定づけるとされる。また、若年者が受 け

る性的暴行のケースでは、心理的不安定 ・性別 ・年齢(こ こでは年齢は充足的因子とみなされ

る)が 、さらには、親から受ける暴行のケースでは、身体的劣性 ・継親関係 ・危険な行動24)

(以上、敵対的因子)が 、被害者化の リスクに影響をおよぼすのである25)。

なるほど、FinkelhorandAsdigianの 研究が、若年者の被害者化に限定 されていること、

また、 この種の リサーチが緒についたばかりであることなどか ら考えると、個人属性的因子と

被害者化 との関連性は未だ充分実証されていないと言えよう。 しか し、この種の因子が被害者

化に影響をおよぼす ことを否定することはできないように思われる。
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(2)コ ミュニ ュテ ィー に関連 す る因子

犯 罪被 害者 化 に関 す る研 究 の 多 くの もの は、 これ ま で 述 べ て きた 個 人 レベ ル の諸 因 子 に関 す

る もの で あ る。 しか し、 い くっ か の研 究 は、 コ ミュ ニ ュ テ ィ ー レベ ル の 因 子 に も着 目 して い

る26)。

この 種 の 研 究 は、 デ ー タ不 足 と い う問 題 も あ り、 未 だ 極 めて 不 十 分 な ものに と どま ってい る。

しか し、SampsonandWooldredgeの 研 究 の よ うに一 定 の評 価 を受 け て い る もの も存 在 す る 。

彼 らに よれ ば 、 被 害 者 化 に影 響 す るの は個 人 レベ ル の因 子 だけ はな い とされ る。 っ ま り、 コ ミュ

ニ ュ テ ィー レベ ル の因 子 も被 害 者 化 に影 響 をお よ ぼす ので あ るか ら、 被 害 者 化 の リサ ー チ は、

多 元 的 レベ ル(Multilebel)の もので な けれ ば な らな い と さ れ る の で あ る。 彼 らは、 こ の 多 元

的 レベ ル の被 害 者 化 機 会 理 論(MultilevelOpportunityTheoryofVictimization)に も と づ

き、 以 下 の こと を実 証 した。 た とえ ば、 ①Burglary(住 居 侵 入 盗)の 被 害 者 化 は、 コ ミュニ ュ

テ ィー に お け る単 身 世 帯 ・片 親 世 帯 ・失 業 者 ・集 合 住 宅 の割 合 に 正 比 例 す る、 ②Personal

Theft(人 か ら財 物 を盗 取 す る犯 罪 、 た と え ば、 強 盗 ・ス リ)は 、 コ ミュニ ュ テ ィー の 社 会 的

結 合 力(こ れ は、 居 住 年 数 や、 近 隣 地 域 に友 人 が い るか な どに よ って 測定 され る)に 反 比 例 す

る、 ③PersonalTheftは 、 コ ミュ ニ ュ テ ィ ーの"StreetActivity"(こ れ は、 住 民 が 夜 間 徒 歩

で外 出す る割 合 に よ って測 定 され る)に 正 比 例 す る、 な どで あ る。

と こ ろ で 、 環 境 犯 罪 学(EnvironmenalCriminology)/状 況 的 犯 罪 予 防(Situational

PreventionofCrime)は 、 ライ フス タイ ル理 論 や ル ー テ ィ ンア ク テ ィ ヴ ィ テ ィ ー 理 論 を 基 礎

と して い る と言 わ れ る。 した が って、 そ もそ も、 機 会 理 論 は、 環 境 犯 罪 学/状 況 的 犯 罪 予 防 と

同 じ理 論 的基 盤 に立 って い る。

そ れ に と どま らず、 既 述 の よ うに、 犯 罪 被 害者 化 に関 す る機 会 理 論 は、 住 居 や ビル の構 造 ・

警 察 に よ る監 視 活 動 ・NeiborhoodWatchな ど を考 慮 し、 ま た、 多 元 的 レベ ル の機 会 理 論 は コ

ミュ ニ ュ テ ィ ー レベ ル の 因 子 を も考 慮 に入 れ て い る。 こ の こ とか ら考 え る と、 機 会 理 論 は、 環

境 犯 罪学/状 況 的 犯 罪 予 防 と0層 の 親 和 性 を 持 って い る よ う に思 われ る ので あ る。

皿 結 語

以上のことか ら明 らかなように、現在の機会理論の理論水準は、 ライフスタイル理論やルー

ティンアクティヴィティー理論を越えていると言える。

第一に、それは、近接性 ・接触性 ・好餌性 ・防備性などの媒介概念を用いることによって・

具体的な因子を実証的に同定 しっっ、被害者化のプロセスをより明らかにした。

第二に、 ライフスタイルやルーティンアクティヴィティーに含まれる因子だけでなく、個人

の属性に関連する因子や、コ ミュニュティーに関連する因子の実証的解明にも力を注いでいる。

第三に、犯罪者研究 ・環境犯罪学/状 況的犯罪予防と被害者研究 との連携や統合の可能性を

開いた。 ところで、直接的接触を伴 う犯罪の被害者化 は、 ある場面 において犯罪者 と被害者

(標的)が 遭遇することによって発生する犯罪である。 したが って、 この種の被害者化現象

(犯罪現象)を 解明 ・予防するたあには、犯罪者 ・被害者 ・(犯罪実行の)環 境/状 況の三っの

要素に着目しなければならないであろう。 したがって、犯罪者研究 ・環境/状 況の研究 ・被害

者研究の三っは、究極的には統合ないし連携 されなければな らないであろう。そして、機会理

論は、その方向性を示唆しているように思われるのである。

最後に、最近め研究は、略奪的犯罪以外の犯罪への応用の可能性 も示唆 している。すなわち、

機会理論 は、三っの要素の収敏に関する理論であるか ら、それは、三っの要素のうちのいくっ
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かの要素 の収敏 によ って発生 す る犯罪、 つ まり、 ① 賭 博 や売春 のよ うな相 利的 犯罪

(MutualisticOffenses)、 ② けんかのような対向的犯罪(CompetitiveViolations)、 ③薬物

使用や自殺などの個人的犯罪(lndividualisticOffenses)の すべてに応用可能であるとされ

る27)。

以上のような進歩にもかかわ らず、機会理論は、被害者化の リスクを決定づける具体的因子

の実証的同定に成功 したとは言いがたい。その最大の原因は、データの収集 ・分析であると思

われる。なるほど、 ライフスタイル理論やルーティンアクティヴィティー理論の登場以降、被

害調査やデータ分析 は長足の進歩を遂げた。 しか し、未だこの問題は完全に解決されたとは言

えない状態にある。

犯罪被害者化に関する機会理論の直面 している課題 は、一層のデータ収集とより精確な分析

という困難な問題を解決することによって、被害者化の リスクに影響をおよぼす具体的な因子

を実証的に同定 し、より洗練 されたモデルを構築することである。そして、さらに、犯罪者研

究や環境犯罪学/状 況的犯罪予防と連携 ・統合することによって、被害者化的出来事(Event)

/犯 罪的出来事の解明 ・予防を実現することなのである。
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AnAnalysisofDevelopmentinandProblems

withTheoryforCriminalVictimization

Lifestyletheorywasoriginatedin1978byHindelanget.al.,androutineactivitytheory

wasadvocatedin1979byCohenandFelson.Contributinggreatlytotheprogressof

victimology,thesetwotheorieshaveevolvedintoamoregeneraltheory,opportunity

theorツ!orcriminalvictimization.Thispaperattemptstoexplorethecurren七theoretical

standardandproblemsofthe-criminalopportunitytheory.

Theproponentsoftheopportunitytheoryanalyzevariousdata,includingcriminal

victimizationsurveydata,andtrytoexploretheprocessofvictimizationfordirect-

contactpredatoryviolations.Theytakecriminalmotivationasagiven,andexaminehow
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motivationcomesintoaction.Therefore,opportunitytheoryisclassifiedassociologicalin

itsorientation.

Aswithallpioneeringefforts,lifestyletheoryandroutineactivitytheorywerenot

devoidofflaws,butmanysubsequentstudieshaveaddressedsomeoftheweaknesses.

First,theyhavecreatedthemediatingconcepts(subconcepts),proximity,exposure,

targetattractiveness,andguardianships.Itdoesn'texplaintheprocessofvictimization

merelytosaythatlifestyle/routineactivityaffectstheprobabilityofvictimization.By

adoptingthemediatingconcepts,however,theymakeclearerhowcriminalvictimizationis

realized.

Second,theyhaveidentifiedthefactorsbesideslifestyle,suchasindividualattributes

andcommunity-contextfactors,thataffecttheprobabilityofvictimization.

Third,theyhavetriedtointegratestudiesofvictims,offenders,andenvironments.

Finally,they-haveattemptedtoapplyopportunitytheorytoothertypesofcrimebesides

direct-contactpredatoryviolations.

Itcanbeconcludedthattoday'sopportunitytheorygoesfarbeyondlifestyletheoryand

routineactivitytheory.Butithasnotyetsucceededinclarifyinghowc-riminalvictimiza-

tionisrealized.Theproblemstobesolvedaremoreadequatecollectionandanalysisof

data,moreconcreteandpreciseidentificationofthefactorsthataffecttheprobabilityof

victimization,constructionofamoresophiscatedmodel,andintegrationofstudieson

victims,offenders,andenvironmentsforclarificationandpreventionofvictimization/

crimeevents.




